
　様式３
	在 外 教 育 施 設 シ ニ ア 派 遣 教 師 志 願 者 健 康 診 断 書

	所    属
	
	職    名
	

	氏    名
	
	性    別
	  男  ・  女

	  年齢（生年月日）
	        歳  （昭和      年      月      日）

	  健康診断年月日
	        令和      年      月      日

	  既往症
	

	    身長（㎝）
	

	    体重（㎏）
	

	  視      力
	      右
	                      （                  ）

	
	      左
	                      （                  ）

	  聴      力
	      右
	

	
	      左
	

	結
核
の
検
査

	胸部X線検査

	  撮影年月日
	        令和      年      月      日

	
	
	 フィルム番号
	

	
	
	所      見
	

	
	喀痰検査
	年      月      日
	塗            培

	
	聴診、打診その他の検査
	 　  年      月      日
	


	    血圧
	                ／

	      尿
	  蛋      白
	

	
	      糖
	

	胃
の
検
査
	胃部X線検査・胃部内視鏡検査いずれも可
	  撮影年月日
	        令和      年      月      日

	
	
	 フィルム番号
	

	
	
	  所      見
	

	貧血検査
	  血色素量（ｇ／㎗）
	

	
	  赤血球数(万／ｍ㎥)
	

	肝機能
検        査
	  ＧＯＴ（ＩＵ／ℓ）
	

	
	  ＧＰＴ（ＩＵ／ℓ）
	

	
	γ－ＧＴＰ（ＩＵ／ℓ）
	

	血        中
脂質検査
	LDLコレステロール(㎎/㎗)
	

	
	HDLコレステロール(㎎/㎗)
	

	
	トリグリセライド(㎎/㎗)
	

	    心電図検査
	    ａ  異常なし    ｂ  その他（          ）

	    その他の疾病及び異常
	

	    総合所見  （  Ａ    Ｂ    Ｃ    Ｄ    Ｅ    Ｆ  ）
      特記事項：

	  医療機関名                            担当医師署名
                                                                        


健　康　診　断　書　記　入　上　の　注　意

  １. 「年齢」の欄は、令和９年３月31日現在の満年齢を記入する。
  ２. 「健康診断年月日」の欄は、健康診断の全部を終了した年月日を記入する。
  ３. 「既往症」の欄は、健康診断時で、肺臓・消化器系・肝臓・腎臓の疾患、頸椎・腰椎・脊椎の打撲について記入し、治癒年月を（  ）書きする。
  ４. 「視力」から「その他の疾病及び異常」の欄の健康診断の方法及び技術的基準については、学校保健安全法施行規則第14条第1項の規定によるものとする。
  ５. 「身長」及び「体重」の測定単位は、小数点以下第２位で四捨五入し、小数第１位までを

記入する。
  ６. 「視力」の欄は、裸眼視力を（  ）の左側に記入し、矯正視力を検査したときは、

これを（  ）内に記入する。
  ７. 「聴力」の欄は、聴力低下が認められる場合には、◯印を記入し、併せて該当する周波数

及び聴力レベルを記入する。

  ８. 「結核の検査」の欄について、胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者については、医師が必要でないと認めるときは喀痰検査を省略することができる。
  ９. 「血圧」の欄は、最大血圧を斜線の左に、最小血圧を斜線の右にそれぞれ記入する。
  10. 「尿」の欄は、尿中に蛋白又は糖を検出した場合は、それぞれの欄に＋等の記号を記入する。
  11. 「胃の検査」は、胃部X線検査、胃部内視鏡検査いずれも可。

12. 「その他の疾病及び異常」の欄は、疾病又は異常（特に消化器系の異常、目の伝染病の有無）の病名等を記入する。
  13. 「総合所見」の欄は、次の所見区分により判定し、◯印を付ける。各検査項目の検査の結果、海外での勤務を前提としたときに、特に注意を要する事項について記入する。
        【所見区分】
        Ａ：今回検査した範囲内では何等異常所見を認めません。
        Ｂ：軽微な所見が認められるが病的意味はないと考えられます。
        Ｃ：軽微な所見が認められるが現在のところ病的なものと断定できません。しかし、病的なものに移行する場合もありますので経過観察の必要を認めます。
        Ｄ：病的所見である可能性が強いが今回の検査だけで断定できませんので精密検査を要します。
        Ｅ：軽度ではあるがはっきり病的と言える所見があります。医師の診察の必要を認めます。
        Ｆ：かなりはっきりした病的所見があります。直ちに医師の診察と治療を要します。

  14. その他
    　この健康診断書の各検査項目の記入内容については、令和８年５月１日現在で検査後３か月以内の検査結果によることができる。ただし、様式は本様式を使用し、医師に診断結果を転記してもらうこと。
　現在在外教育施設で勤務されている方の場合、様式は本様式を使用し、受診された国の言語での記載であっても問題はありません。ただし、内容が判別できるよう、本様式の余白部分に翻訳文を必ず記載する事。翻訳記入者は必ずしも受診された医療機関の医療従事者である必要はありません。

